
 

船舶事故調査報告書 

令和５年８月２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 漁網損傷 

発生日時 令和４年５月４日 ０４時００分ごろ 

発生場所 東京都八丈島八丈町神
か

湊
みなと

港東方沖 

 神湊港突堤灯台から真方位０４２°１７０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°０７.５′ 東経１３９°４９.４′） 

事故の概要  貨物船兼砂利運搬船第百三十八鳳生
ほうせい

丸は、左転中、漁船の流し刺し

網の上を通過し、同網が損傷した。 

事故調査の経過 令和４年１０月１８日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船兼砂利運搬船 第百三十八鳳生丸、４９９トン 

 １３４４３４、鳳生汽船株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

 負傷者 なし 

損傷 本船 なし 

漁網 切損等 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風速 約４m/s、視程 約１５km  

海象：波高 約１.５ｍ 

日出時刻：０４時４６分ごろ 

事故の経過  本船は、船長ほか６人が乗り組み、砂利約１,４００ｔを積載し、

神湊港の底土
そ こ ど

泊地に向け、八丈町東方沖を自動操舵とし、約９ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で南進していた。 

 船長は、神湊港北方沖において単独で航海当直に就いていたとこ

ろ、左舷船首方約５海里（Ｍ）に白色の全周灯を表示した漁船（以

下、単に「漁船」という。）を視認し、漁船が釣り漁を行っているも

のと思い、航行を続けた。 

船長は、船首方約１Ｍに漁船の黄色点滅灯を視認し、漁船に接近し

たと思い、手動操舵に切り替え、右舷側の船首方には浅瀬があるの

で、約５kn に減速して左転した。 

本船は、とびうお
．．．．

の流し刺し網（以下、単に「漁網」という。）の

上を通過したのち、底土泊地沖にて錨泊した。 

 漁船の船長は、後日、漁網を回収したところ、切損等を認めた。 

 漁船は、本事故当時、漁網を仕掛けたのち、漁網の東側で待機しな

がら漂泊していた。 

神湊港突堤灯台北東方沖の海面下には、漁網が設置され、漁網の両

端にボンデンが付けられており、同ボンデンに白色の灯火が表示され

ていた。 



 

分析  本船は、八丈町東方沖を南進中、船長が、白色の全周灯を視認した

際、漁船が釣り漁を行い、更に黄色点滅灯を視認したところ、漁船に

接近したと思い、左転して漁網があることを知らずに航行を続けたこ

とから、漁網の存在に気付かないまま漁網の上を通過し、漁網を損傷

したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、八丈町東方沖を南進中、船長が、白色の

全周灯を視認した際、漁船が釣り漁を行い、更に黄色点滅灯を視認し

たところ、漁船に接近したと思い、左転して漁網があることを知らず

に航行を続けたため、漁網の存在に気付かないまま漁網の上を通過し

たことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、黄色点滅灯を視認した際、漁網が設置されている場合も

あるので、漁網の灯火等に注意し、漁網の設置状況を確認するこ

と。 

 ・船長は、黄色点滅灯を視認した際、漁船から離れて航行すること

が望ましい。 

 


